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：市街地

：その他（空き地等）

：山林・荒地

：河川・湖沼

凡　例

１．流域の概要

久慈川は、八溝山（標高1,022m）を発し、奥久慈渓谷を経て、下流部

の氾濫原において山田川・里川を合わせ太平洋に注ぐ一級河川です。

山田川合流点より下流部には市街地が広がり、特に里川合流点下流

の常陸太田市、日立市に人口が集中しています。

河口部周辺は工業地帯、重要港湾等があり、JR常磐線、常磐自動車

道、国道6号線等基幹交通が整備されています。
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１)久慈川流域の概要

＜久慈川の諸元＞
水源 ：茨城・福島・栃木3県の境界に位置す

る八溝山（標高1,022ｍ）

幹川流路延長：約124km
全流域面積 ：約1,490k㎡
流域内人口 ：約20万人

出典： 幹川流路延長・全流路延長・全流域面積は
「河川便覧（平成16年版）」、流域内人口は「平成
17年度河川現況調査」による
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S61.8浸水被害状況

２．事業の必要性
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主な洪水

１)過去の主要な災害

久慈川

常陸太田市上河合町地先
かみかわいちょう

S13.6浸水被害状況

那珂市門部地先
かどべ

S16.7浸水被害状況

日立市留町地先
とめちょう

久慈川

H11.7出水状況

東海村豊岡地先
とよおか

久慈川

発生年月
流域平均雨量
（山方上流域

mm/2日）

基準地点
流量

（山方 m3/s)
被害状況

主な浸水市町村
（）内は被災時の市町村名

大正 9年（1920）10月 184 ―
死者・行方不明者：57名、
床上・床下浸水：3,886戸

常陸太田市（太田町、佐都村、幸久村、西小澤村）、那
珂市（額田村）、常陸大宮市（世喜村、大賀村）、日立市
（東小澤村）など

昭和13年（1938） 6月（台風） 238 3,280
家屋全・半壊等： 12戸、
床上・床下浸水： 450戸

常陸太田市（太田町、佐都村、西小澤村）、常陸大宮市
（上野村）など

昭和61年（1986） 8月（台風10号） 214 2,821 床上・床下浸水： 755戸
常陸太田市（常陸太田市、金砂郷村、水府村）、那珂市
（那珂町）、常陸大宮市（大宮町）など

平成11年（1999） 7月（停滞前線） 184 2,295 床上・床下浸水： 46戸 那珂市（瓜連町）、常陸大宮市（大宮町）など

平成23年（2011） 9月（台風15号）※ 197 2,610 床上・床下浸水： 0戸

※：平成23年洪水は速報値 出典）大正9年、昭和13年洪水は「久慈川災害沿革考」、昭和61年、平成11年洪水は水害統計
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ぬかだむら せきむら おおがむら

ひがしおざわむら

かみのむら

かなさごうむら すいふむら

なかまち おおみやまち

うりづらまち



２．事業の必要性
２)事業の目的と計画の概要（改修の経緯）

●改修の経緯
大正9年10月 台風により全川にわたる被災（既往最大）

昭和8年5月 久慈川沿岸町村長により「久慈川改修期成同盟」が結
成され、国に久慈川改修を陳情

昭和13年 久慈川改修計画の策定

（直轄編入 久慈川改修工事に着手）

昭和13年6月 台風による被災（既往最大降雨）

昭和22年9月 カスリーン台風による被災

（死者・行方不明者27名、浸水戸数不明）

昭和39年 新河川法制定

昭和41年 久慈川一級河川に指定

昭和41年 久慈川水系工事実施基本計画の策定

昭和49年 久慈川水系工事実施基本計画の改定

昭和61年8月 台風10号による被災（戦後最大）

平成9年 河川法改正

平成11年7月 前線による被災

平成20年3月 久慈川水系河川整備基本方針の策定

目標安全度1/100 ,基本高水4,000m3/s（山方地点）

平成23年9月 富岡、榊橋において、氾らん危険水位を超過。

久慈川沿川市町村で約1590世帯に避難勧告が発令

●久慈川水系河川整備基本方針 ※

大正9年に大洪水が発生し、昭和8年には久慈川沿岸町村長により「久慈川改修期成同盟」
が結成され、国に久慈川改修の陳情運動が起こり早期改修の機運が高まりました。
昭和13年に直轄編入、昭和41年に一級河川指定され、久慈川水系工事実施基本計画を策

定しました。
平成20年3月に久慈川水系河川整備基本方針を策定しました。
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さかきばし

・計画規模 ：1/100規模
・基準降雨 ：235mm/2日
・基本高水のピーク流量：4,000m3/s （山方地点）

・計画高水流量 ：4,000m3/s （山方地点）

計画高水流量配分図

※ 河川整備基本方針は、長期的な観点から、国土全体のバランスを考慮し、基本
高水、計画高水流量配分等、抽象的な事項を科学的・客観的に定めるものであ
り、専門的知識を有する学識経験者を主たる構成員とする社会資本整備審議会
河川分科会の意見を聴いて、国土交通大臣が定めることとしたものです。
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２．事業の必要性
３)事業の進捗状況

河川名 完成堤 暫定堤 未整備

本川
約３６．４ｋｍ
（約７５％）

約５．１ｋｍ
（約１１％）

約７．０ｋｍ
（約１４％）

支川
(里川・山田川)

約２７．９ｋｍ
（約７８％）

約４．４ｋｍ
（約１２％）

約３．４ｋｍ
（約１０％）

合計
約６４．３ｋｍ
（約７６％）

約９．５ｋｍ
（約１１％）

約１０．４ｋｍ
（約１３％）

平成２２年度末現在、堤防の完成延長は約６４．３km (約７６％)です。
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未整備

暫定堤

山付堤

堤防は概ね完成しているが高さ不足

堤防は概ね完成しているが断面不足

堤防は高さ、断面ともに不足

堤防がない

堤防整備のイメージ

計画堤防計画高水位

通常時の水位

計画高水位

通常時の水位
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暫定堤
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里川

計画堤防計画高水位
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計画堤防計画高水位

通常時の水位

計画堤防計画高水位

通常時の水位



３．事業の概要
１）前回事業評価（Ｈ２０年）以降の主な整備状況

【堅磐地区河道掘削】
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か きわ

年度 掘削土量

H23年度
まで

約6.5万m3

H24年度
以降

約33.5万m3

写真①：樹木伐開状況 写真②：掘削状況

写真③：ダンプ運搬状況

事業実施箇所
事業実施前

7.0K
8.0K

7.5K

6.5K

常磐自動車道

常陸太田市

那珂市

久慈川

里川

久慈川

榊橋
（国道6号）

7.0K
8.0K

7.5K

6.5K

常磐自動車道

常陸太田市

那珂市

久慈川

里川

事業実施後

H23年度までH24年度以降
久慈川

榊橋
（国道6号）



○評価期間

平成23年度から直轄河川改修事業の評価対象期間については、概ね20～30年間の整備内容を想定し、評価対
象期間とすることとされました。

※評価期間の変更

３．事業の概要

事業完了から
50年後

年
（事業開始）

H53年

【前回評価時 】

【今回評価】

全体事業 B/C 

整備期間（30年間） 完成後 評価期間（50年間）

整備期間

H103年

年
（前回評価時点） 事業完了

H23年（今回評価時点）

新しい評価
期間のとり方

これまでの評価
期間のとり方

当面の整備
（7年間） 完成後 評価期間（50年間）

H30年 H80年

全体事業 B/C 

残事業 B/C 

残事業 B/C 

完成後 評価期間（50年間）

（Ｈ２３年度）

6
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３．事業の概要
２)今後の改修方針

■概ね20～30年間の整備内容

背後地の人口・資産が集中している山田川合流点から下流域において戦後最大の昭和61年8月洪水を概
ね安全に流下させることを目的として、河道整備を進めると共に、里川の溢水氾濫が頻発している地区の整
備を進めます。

概ね
20～30年

当面
7年

基準年
(H24)

■整備内容

Ⅰ 里川合流点周辺（7.5K～10.0K）
における流下能力向上

Ⅰ-①河道掘削（堅磐地区）

Ⅱ 山田川合流点から下流域にお
ける流下能力向上

Ⅱ-①河道掘削

（額田地区～榊橋下流）

Ⅱ-②堤防整備

Ⅲ 里川浸水頻発地区の解消

（田渡地区）

Ⅳ 危機管理対策
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▲里川

▼玉川

▲山田川 ▲浅川

●榊橋 ●額田

●河口

常磐自動車道

6,000ｍ3/ｓ

6,000ｍ3/ｓ

4,900ｍ3/ｓ
4,300ｍ3/ｓ

4,900ｍ3/ｓ

4,300ｍ3/ｓ

4,300ｍ3/ｓ

3,600ｍ3/ｓ
3,100ｍ3/ｓ

3,100ｍ3/ｓ
3,600ｍ3/ｓ

4,300ｍ3/ｓ

4,000ｍ3/ｓ

4,000ｍ3/ｓ

2,900ｍ3/ｓ

2,900ｍ3/ｓ

：基本方針流量
：昭和61年8月洪水相当流量

■：現況流下能力
■：当面7年後の流下能力
■：概ね20～30年後の流下能力
▼：流入支川
●：主要地点

じょうばん

上流河口

堤防整備(本米崎)

堤防整備(堅磐)

河道掘削

(堅磐)

河道掘削

(四堰～額田)

河道掘削

(榊橋下流)
かきわ しじき ぬかだ

もとこめざき

かきわ

さかきばし



３．事業の概要
３)今後の改修方針（事業位置図）
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凡例
：当面7年間で整備する箇所
：概ね20～30年で整備する箇所

千葉県

栃木県

埼玉県

東京都

茨城県

福島県

⑧田渡地区

嵩上げ・輪中堤

たわたり

⑤里川堤防嵩上げ

⑦四堰～額田河道掘削
しじき ぬかだ

⑥本米崎堤防嵩上げ
もとこめざき

③榊橋下流河道掘削
さかきばし

①堅磐河道掘削
かきわ

②危機管理対策
④堅磐引堤

かきわ

当面7年間で
整備する箇所

概ね20～30年で
整備する箇所

合計

河道掘削
掘削土量

約359,000m3

掘削土量

約1,097,000m3

掘削土量

約1,456,000m3

危機管理対策 ４箇所 - ４箇所

堤防整備
（引堤、嵩上げ等）

-
堤防整備延長　約4,650m

盛土量　約116,000m3

堤防整備延長　約4,650m

盛土量　約116,000m3

事業費 約24億円 約81億円 約105億円



３．事業の概要
４)流下能力確保

【堅磐地区河道掘削】

流下能力が不足している堅磐区間について河道掘削を実施し、治水安全度の向上を図ります。
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かきわ

●関東最大級のサギ類コロニー及
び周辺のアユの産卵場を守りつつ
流下能力を上げられるよう分水路
方式の河道掘削を行います。

●サギの営巣地の樹木群を中州と
して保全し、分水路として左岸側の
高水敷を約100m幅で掘削します。

●アユの産卵場に配慮し、分水路
の河床高は平水位以上とします。

かきわ
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7.5K
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6.0K

榊橋（国道6号）
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河道掘削
約335,000m3

旧堤防
常陸太田市

那珂市
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平成23年7月撮影

計画高水位

平水位

堅磐河道掘削
かきわ

7.0ｋ
右岸 左岸



豊岡第一排水樋管

豊岡第二排水樋管

後川排水樋管

留排水樋管

とよおか

とめ

うしろかわ

■東北地方太平洋沖地震の津波による樋門・樋管からの逆流防止対
策として、ゲート設備改良や遠方監視操作設備、予備電源等の防災
対策を進めます。

※樋門・樋管とは、取水や排水のため、堤防堤体中に暗渠を横断
して設置した施設です。

３．事業の概要
５)危機管理対策（緊急時の防災対策）

対象施設

■津波痕跡水位＞堤内地盤高

東北地方太平洋沖地震による堤内水路の被災状況

豊岡第一排水樋管（右岸 2.0ｋ+16）

※久慈川直轄管理施設（支川含む） 10

【防災対策の実施内容】
◆ゲート設備改良：

手動式の開閉装置を自動式に改良します。

◆遠方監視操作設備の導入：
遠隔地から対象とする機器を監視・操作できる
設備を導入します。

◆予備電源の導入：
災害時に停電で設備が稼働できなくなった場合
のバックアップ電源を導入します。

全体 59箇所※

津波遡上距離（14.0km） 14箇所

対象施設 4箇所

震災後震災前

堤内水路に津波
が逆流し、護岸が
崩壊

とよおか

豊岡第一樋管（堤外側）

豊岡第一樋管（堤内側）



４．費用対効果の分析
１)算出の流れ、方法

想定氾濫区域の設定

想定被害額の算出

年平均被害軽減期待額

総便益（B）の算出

便益（B）

総費用（C）の算出

総費用（C）

費用対効果（B/C）の算出

※費用は年4％の社会的割引率及びデフ
レーターを考慮して現在価値化している。

総事業費（建設費）の算出

維持管理費の算出

事業費の算出は、事業着手時から現在まで
の実績事業費と現在から完成までの残事業
費を合算して総事業費を算出

残存価値の算出

事業期間内の維持管理費は実績額、及び
評価時点以降は過去５カ年の建設費と維持
管理費の比率を基に各年度の建設費より維
持管理費を算出。また、事業完了後、５０年
間の維持管理費は、事業期間内の累計維
持管理費とする

●氾濫計算
計画規模の洪水及び発生確率が異なる流量
規模で各氾濫ブロックごとに氾濫計算を実施

・整備期間：平成24年から平成53年（30年）
・河道条件等：平成21年現況河道
・対象波形：昭和61年8月洪水
・対象規模：1/3、1/5、1/10、1/20、1/30、

1/50、1/100

流量規模別に各氾濫ブロックごとの被害額を
算出
●直接被害

・一般資産被害（家屋、家庭用品、
事業所資産等）

・農作物被害
・公共土木施設被害

●間接被害
・営業停止損失
・家庭における応急対策費用
・事業所における応急対策費用

●被害軽減額
事業を実施しない場合(without)と事業を実施し
た場合(with)の差分
●年平均被害軽減期待額
被害軽減額に洪水の生起確率を乗じた流量規
模別年平均被害額を累計することにより算出

事業期間に加え、事業完了後50年間を評価対
象期間として、年平均被害軽減期待額に残存
価値を加えて総便益（Ｂ）とする

※便益は年4％の社会的割引率を考慮して現在
価値化している。

11



４．費用対効果の分析
２)被害額の算出方法

被害項目 算出方法と根拠 （治水経済調査マニュアル(案)より） 対象区域

直接
被害

一
般
資
産
被
害

家屋 被害額＝（延床面積）×（評価額）×（浸水深に応じた被害率）

洪水流の氾濫区
域に適用

家庭用品 被害額＝（世帯数）×（評価額）×（浸水深に応じた被害率）

事業所償却・在庫資産 被害額＝（従業者数）×（評価額）×（浸水深に応じた被害率）

農漁家償却・在庫資産 被害額＝（農漁家戸数）×（評価額）×（浸水深に応じた被害率）

農作物被害 被害額＝（農作物資産額）×（浸水深及び浸水日数に応じた被害率）

公共土木施設等被害 被害額＝（一般資産被害額）×（一般資産被害額に対する被害比率）

間接
被害

営業停止損失 被害額＝（従業者数）×（(浸水深に応じた営業停止日数＋停滞日数)／2）×（付加価値額）

洪水流の氾濫区
域に適用

応
急
対
策
費
用

家庭における応急対策費用
(清掃労働対価)

清掃労働対価＝（世帯数）×（労働対価評価額）×（浸水深に応じた清掃延日数）

家庭における応急対策費用
(代替活動等に伴う支出増)

代替活動等に伴う支出増＝（世帯数）×（浸水深に応じた代替活動等支出負担単価）

事業所における応急対策費用 事業所における応急対策費用＝（事業所数）×（浸水深に応じた代替活動等支出負担単価）

・資産データ ：平成１７年度国勢調査、平成１８年度事業所・企業統計調査、

平成１８年度国土数値情報、平成１２年度（財）日本建設情報総合センター

12



●河川改修事業に関する総便益（Ｂ）

河川改修事業に係わる便益は、洪水氾濫区域における家屋、農作物、公共施設等に想定される被害に対して、年平均被害軽減期待額を

「治水経済調査マニュアル（案）」に基づき計上。

●河川改修事業に関する総費用（Ｃ）

河川改修事業に係わる建設費及び維持管理費を計上

●算定結果（費用便益比）

便益の現在価値化の合計+残存価値

建設費の現在価値化の合計+維持管理費の現在価値化の合計
B/C ＝

＝ １６．０（概ね20～30年間) 、 ＝ １８．９ (当面７年間）

４．費用対効果の分析
３)費用対効果の算定

13

概ね20～30年間の事業に要する総費用（Ｃ）

④建設費 ６０．７億円

⑤維持管理費 １．４億円

⑥総費用（④＋⑤） ６２．１億円

概ね20～30年間の事業に対する総便益（B）

①被害軽減効果 ９９３．０億円

②残存価値 ２．０億円

③総便益（①＋②） ９９５．０億円

※ 社会的割引率（年4%）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い費用を算定した。
※ 表示桁数の関係で費用対効果算定資料と一致しない場合がある。

当面７年間の事業に要する総費用（Ｃ）

④建設費 ２１．１億円

⑤維持管理費 ０．９億円

⑥総費用（④＋⑤） ２２．０億円

当面７年間の事業に対する総便益（B）

①被害軽減効果 ４１５．０億円

②残存価値 １．１億円

③総便益（①＋②） ４１６．１億円

※ 社会的割引率（年4%）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い費用を算定した。
※ 表示桁数の関係で費用対効果算定資料と一致しない場合がある。



浸水面積（ｈａ）

1,974
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浸水戸数（戸）

2,164
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４．費用対効果の分析
４)事業の投資効果

本川下流では、概ね20～30年間の整備により浸水被害が軽減されます。
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約99.8%の
浸水戸数低減

浸水域が減少
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里
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現 況

整備後

 凡例(浸水深) 
0.5m 未満 
0.5～1.0m 未満
1.0～2.0m 未満
2.0～5.0m 未満
5.0m 以上 

約99.0%の
浸水面積低減



５．コスト縮減の取り組み
■建設発生土の有効活用

従来：公共ストックヤードを活用した場合

コスト縮減実施後：養浜活用した場合

公共ストック
ヤード搬入費用
約1,000円/m3

＋
運搬費用

約1,600円/m3
＝

合計

約2,600円/m3

海岸までの
運搬費用

約800円/m3

合計

約1,000円/m3
＝

約5億円のコスト縮減

約7割減

15

養浜活用のイメージ

工事により発生した掘削土を養浜材として有効活用を図ることにより、掘削土の処分費用の
縮減を図ります。

＜効果＞
建設発生土の公共ストックヤード搬入費用の縮減
建設発生土の運搬費用の縮減

1,600円/m3×約280,000m3

運搬土整地費用

約200円/m3

河道掘削土の積込・運搬

＋

発生土砂量：約28万m3

コスト縮減見込額：約5億円



６．再評価の視点
①事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
久慈川流域は、福島県・栃木県・茨城県の３県にまたがり、下流域には工業地帯や重要港湾を有する日立市、中核都市である常陸太田市を有し、
ＪＲ常磐線等の鉄道網、常磐自動車道や国道６号線等の主要道路が整備され、地域の基幹をなしています。
人口・資産が集積し、氾濫被害ポテンシャルが大きい山田川合流点より下流域を洪水から防御するため、引き続き久慈川直轄河川改修事業を推
進し、災害の発生の防止又は軽減を図ります。

２）事業の投資効果

②事業の進捗状況・事業の進捗の見込みの視点
・人口・資産、重要交通網が集中している山田川合流点より下流域において、昭和61年8月洪水を安全に流下させます。
・事業実施にあたっては、流域の豊かな自然環境にも十分配慮し、河道や背後地の状況等を踏まえ、計画的に治水安全度を向上させます。
・今後も事業実施にあたっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、地元関係者との調整を十分に行い、実施します。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・河道掘削に伴う発生土を築堤等へ活用します。また、技術開発の進展に伴う新工法の採用等の可能性を探るなど、一層のコスト縮減に努めます。
・治水対策を早期かつ効率的に進めるため、連続した堤防による洪水防御だけでなく、輪中堤や宅地の嵩上げ等、地域特性に応じた対策を検討します。

平成２３年度評価時 Ｂ／Ｃ Ｂ（億円） Ｃ（億円）

久慈川直轄河川改修事業 １６．０ ９９５．０ ６２．１
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• 再評価における県の意見は下記のとおり

都道府県 再評価における意見

茨城県 ・過去に大きな洪水被害に見舞われている久慈川は、沿川の安全・安心を確保する河川整備のさらなる促進を図る必要があること
から、本事業の継続を希望する。

・今後も、コスト縮減の徹底を図るとともに、地元の意見に配慮しながら事業を進めていただきたい。

７．再評価における県への意見聴取

・当該事業は、現段階においても、その必要性は変わっておらず、引き続き事業を継続することが妥当と考えます。

・氾濫被害ポテンシャルが大きい山田川合流点より下流域を洪水から防御するため、久慈川直轄河川改修事業により早期に整備を実施し、
災害の発生の防止又は軽減を図ることが重要と考えます。

８．今後の対応方針（原案）


